【憲法共同センター 26年３月スポット例】

みなさんこんにちは。私たちは、労働組合や医療、中小業者、平和、青年、女性、農民、法律家団体など、幅広い団体でつくる「戦争する国づくりストップ！　憲法を守り・いかす共同センター」です。本日は、この場をお借りして、憲法改悪に反対する宣伝行動と「戦争準備の軍拡は中止して、憲法、平和、いのち、くらしを守る政治への転換を求める請願署名」に取り組んでいます。ぜひご協力をお願いします。

　2/8に行われた衆議院選挙では、自民党が単独で3分の２の議席を獲得し、大きく議席を増やしました。選挙戦の終盤、高市首相は突如「自衛隊を実力組織として位置づけるため憲法改正をやらせてください」（2/2新潟）と、憲法に自衛隊を明記する９条改憲を言い出しました。憲法９条に自衛隊を明記すれば、戦力不保持を定めた９条２項は空文化され、無制限の武力行使が可能になります。選挙後には「少しでも早く憲法改正の賛否を問う国民投票が行われる環境をつくっていく」と表明。国民投票にまで言及する異例の発言です。
国会開会後の施政方針演説で高市首相は、「国の理想の姿を物語るのが憲法であり、改憲に向けた国民の間での議論の深まり、国会発議の早期実現に期待する」と改憲の道へと踏み込みました。狙いは「戦争国家づくり」であり、それを「理想の姿」というのは本当に恐ろしいことです。
　そもそも今の日本国憲法は、国家と政府が暴走し2千万人もの日本とアジア太平洋の人びとの命を奪った深い戦争の反省から、平和主義、国民主権を基本とし、国家権力から国民を守ることを目的につくられたものです。私たち国民の権利を奪い、戦争する国にしてはなりません。憲法をまもりいかすため、ご一緒に声をあげましょう。

いま多くの有権者が物価高対策や経済の立て直しを求めているにもかかわらず、自民党と日本維新の会による高市政権は、消費税減税を拒否し、お米の増産と安定供給にも手を打たず、最低賃金1500円の目標は取り下げ、医療費年間4兆円削減計画のもとでOTC類似薬の患者負担増に突き進むなど、暮らしの困難をより深刻にしています。
　これまでのどの政権よりもアメリカ言いなりの高市政権は、暮らしに予算を使わない一方で、軍事費には異常な大盤振る舞いです。昨年の臨時国会では、今年度中に軍事費をGDP比で2％、11兆円規模へ引き上げるための補正予算を強行しました。
1月にアメリカのトランプ政権が公表した国家防衛戦略では、すべての同盟国に対し、軍事費・関連費を、対GDP比５％以上と増額するよう要求しています。これは日本では年間30兆円規模となり、とんでもない大軍拡となります。高市政権による、アメリカいいなりの、「戦争する国づくり」への大暴走を止めていきましょう。

自民党と日本維新の会に加え、参政党と国民民主党も推進している「スパイ防止法」は、外国勢力の脅威を差別的にあおり、「スパイ」を取り締まることを口実に市民を監視し、報道の自由を奪おうとするものです。これは戦前、治安維持法などが市民の口をふさいで侵略戦争へ突き進んだことと同じ構図です。監視と言論弾圧のスパイ防止法は「戦争する国づくり」と一体です。反対の声をあげましょう。

高市政権の暴走はこれだけではありません。日本の国是である「非核三原則」（核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず）を敵視し、見直しをしようとしています。高市首相は、昨年の自民党総裁選の最中から「非核三原則は拡大抑止と矛盾する」と述べ、非核三原則の見直しを表明してきました。
こうしたさなか、昨年12月には、高市内閣で安全保障政策を担当する首相官邸の幹部が「日本は核（兵器）を持つべきだ」という、とんでもない発言を行いました。非核三原則は１９７１年以来、６回にわたって「国是として堅持する」との国会決議が全会一致でされてきた日本の国際公約であり、唯一の戦争被爆国であることの証です。官邸幹部による「核兵器保有」の主張など許されずはずもありません。
[bookmark: _GoBack]高市政権の非核三原則見直しの動きに、広島、長崎の県知事・市長が堅持を求め、ノーベル平和賞受賞団体である日本被団協（日本原水爆被害者団体協議会）は、「被爆者は、日本に核兵器が持ち込まれ、核戦争の基地になることも核攻撃の標的になることを許すことができない」と抗議の声をあげています。非核三原則を国是として堅持し、三原則の法制化を求め、一日も早い核兵器禁止条約への参加を求めましょう。

　外交を巡っても、高市政権の危うさは明らかです。
　高市首相は、「台湾有事は存立危機事態になり得る」と国会で答弁しました。安保法制では、「存立危機事態」になれば、日本は直接攻撃を受けていないのに、集団的自衛権を発動し、自衛隊が武力を行使することになります。「台湾有事」で米国が台湾を支援するために軍事介入し、中国と戦争になる事態が起きた場合、日本政府がこれを「存立危機事態」と認定すれば、参戦することになります。二度と戦争をしないと誓った日本国憲法を踏みにじる発言ではないでしょうか。高市首相は自らの外交的失態を認め、発言を撤回すべきです。

平和と民主主義、人権と暮らしの安心を願う人たちの共同の力で高市政権の暴走、「戦争する国づくり」の動きを止め、憲法９条を生かした平和の道に踏み出しましょう。
憲法を守りいかす署名、大軍拡に反対する署名にぜひご協力ください。
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